
令和８年度労働報酬下限額に係る品川区公契約審議会の答申について

1 　品川区公契約審議会について 4 　答申内容

別添のとおり

2 　労働報酬下限額について

3 　審議日程等

区長から審議会に対し諮問

第１回審議会開催

第２回審議会開催

第３回審議会開催、 審議会から区長に対し答申

区長が令和８年度の労働報酬下限額を告示令和７年１２月以降　 

令和７年　８月２１日　

令和７年　８月２１日　

令和７年１０月２９日　

令和７年１１月２１日　

　品川区公契約審議会（以下「審議会」という。）は、「品川区公契約条例」に基づ
き設置される附属機関で、区長の諮問に応じて、労働報酬下限額の算出基準等
について調査審議し、答申を行う。

対象公契約（※）に従事する労働者に対して適用される労働報酬の下限額。

※　１億８千万円以上の工事請負契約、２千万円以上の規則で定める業務委託
契約、規則で定める指定管理協定

「令和８年度の労働報酬下限額を算出するための基準を定めるにあた
り、貴審議会の意見を求める」

総 務 委 員 会 資 料

令 和 ７ 年 1 1 月 2 6 日
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令和７年１１月２１日  
 

 品川区長 森澤 恭子 様 
 

品川区公契約審議会    
 会長 藤井 直子  

 
令和８年度の労働報酬下限額を算出するための基準について（答申） 

 
 令和７年８月２１日付品企経発第１８-２号により、本審議会に対し行われた諮問に対
し、下記のとおり答申します。 
 

記 
 
 令和８年度の労働報酬下限額（令和８年４月１日以後に締結する契約について適用）を
算出するための基準については、次の１および２の内容とすることが適当である。 

また、３のとおり委員の意見を付します。 
 

１ 工事または製造の請負契約に係る労働報酬下限額の算出基準 
 
  ⑴ ⑵に掲げる者以外の者 

令和８年度の東京都における公共工事設計労務単価（以下「都設計労務単価」
という。）に 90%を乗じて得た額を１時間当たりの単価とした額とすること。 

なお、「建具工」および「建築ブロック工」２職種について、都設計労務単価が
示されない場合は、それぞれ類似する職種である「内装工」および「石工」の単
価を準用し、１時間当たりの単価を算出すること。 

また、当該２職種以外の職種について、都設計労務単価が示されない場合は、
令和７年度における当該職種の都設計労務単価に、令和８年度の都設計労務単価
の平均変動率を乗じて得た額を基準として、１時間当たりの単価を算出するこ
と。 

 
  ⑵ 見習い、手元等の労働者および年金等受給に伴い日当たり賃金を調整している

労働者 
     令和８年度の都公共工事設計労務単価のうち「軽作業員」の単価に 70％を乗じ

て得た額を１時間当たりの単価とした額とすること。 
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 ２  工事または製造以外の請負契約、業務委託契約および指定管理協定に係る労働報
酬下限額の算出基準 

 
    次のとおり算出すること。 

⑴ 行政職給料表（二）１級 16 号級の給料月額を 162.75 で除して得た額を算出
する。（※１） 

    ⑵ ⑴の額に 1.2 を乗じて得た額を算出する。（※２） 
    ⑶ ⑵の額に 1.0676 を乗じて得た額を算出する。（※３） 
    なお、算出の際に適用する行政職給料表（二）については、令和８年４月１日に

おいて施行されている最新の給料表とすること。 
     
     ※１ 「会計年度任用職員の給与および費用弁償に関する条例」第５条第３項

に定める勤務１時間当たりの報酬額の算出方法に準じて計算を行う。 
     ※２ 「会計年度任用職員の給与および費用弁償に関する条例」第７条に定め

る地域手当に相当する報酬額の算出方法に準じて計算を行う。 
     ※３ 一般事務３類初任給の令和６年度および令和７年度の前年からの変動を

踏まえた割合による。 
 
 ３ 委員からの意見 
 
   ⑴ 労働報酬下限額の算出基準については、職種別労働報酬の検討を含め、社会情

勢や他自治体の動向を踏まえ、毎年度必要な見直しを行うことが望ましい。 
 
   ⑵ 見習い、手元等の労働者に係る労働報酬下限額の算出基準については、就業実

態に即した内容となるよう、引き続き検討を行うことが望ましい。 
 
   ⑶ 公契約条例の適正履行のため、事業者および労働者への制度周知、状況確認等

に努められたい。 
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